
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ 身近な緑の存在

と そ の 役 割 の  

周知、関心醸成 

 

 

 

◼ 多様な参加機会

と方法の創出 

現行計画策定時 課題 

緑
と
人
が
つ
な
が
り
、
と
も
に
生
き
る
ま
ち 

立
川 

将来像 目標／達成状況 

公園等清掃美

化 協 力 員 会 

管理の公園数 

 

目標：76公園 

実績：73公園 

方針 現行計画策定後の動向 計画の改定の方針 
で取り組むべき事項 

 

 
 
本市の緑の役割、

大切さ、そして魅力を
市民、事業者、市が共
有し、一体となって緑
を守り、緑の豊かさを
高めていくため、身近
な緑を知る機会を充
実させていきます。 
緑を守り育む市民

の活動をさらに進め
ていくとともに、農地
や樹林地を所有する
人、活動する人々を
様々な形で支える人
のつながりを育んで
いきます。 

⚫ 多様な市民（転入者等）間での価

値共有に向け、緑の機能・歴史文

化の学習機会創出 

⚫ 情報発信の一元化 

 

⚫ 多様な緑における保全、活用の

取組への支援のしくみの拡充、人

材育成支援 

⚫ 市民の興味・技術程度に応じた参

加機会創出や人材育成等、プロ

グラム構築 

◆「都市における緑地の保全及び緑化

の推進に関する基本的な方針（案）」

（令和 6（２０２４）年 10月）(※以下の

全体に関わる動向。内、方針 1関連。) 
・緑地の保全及び緑化の推進の意義；歴史
や文化の形成、美しい景観の創出、潤いと
安らぎのある生活への寄与 

◆「都市公園新時代～ 公園が活きる、

人がつながる、まちが変わる ～」（都

市公園の柔軟な管理運営のあり方に

関する検討会提言、令和 4（2022）

年 10 月） 
・重点戦略【３】管理運営の担い手を広げ・つ
なぎ・育てる 

[参考：立川市人口動向] 

・ 平成 25（2013）年以降は転入超過が継続 

・ 高齢化率の上昇 

・ 改定計画の計画期間内に人口減少社会に

突入 

◆立川市の歴史・緑を継承 

～人口減少、新住民増加等、緑を支

える市民の構造変化への対応、緑を

支える市民の裾野の拡大促進～ 

〈例えば〉 

 立川市の歴史・緑を継承する取組

検討 

 東京都 GREEN BIZ、緑のﾎﾟｰﾀﾙ

ｻｲﾄ整備のように、SNS を活用し

た多様な世代への情報発信 

 転入による新住民増加等、市民の

人口構造変化に対応する、緑を支

える人材確保に向けた取組（情報

入手～体験～技術習得～実践のｽ

ﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ育成） 

◼ 郷土の緑の継承

（所有者の管理

負担増、相続等） 

 

◼ 自然の緑、郷土

の緑への関心の

醸成 

 

◼ 地域全体で緑の

保全を支援 

◼ 公園、道路、公共

施設の整備機会

での緑確保 

 

◼ 民間開発事業に

おける緑確保 

 

◼ 地域に必要とさ

れる機能の発揮

に向けた、緑の

管理、安全の確

保、活用 

 

 

 
本市の緑を象徴す

る、崖線の緑、多摩川、
残堀川、玉川上水等の
河川・用水、五日市街
道のケヤキ並木等、骨
格となる自然的・歴史
的な緑を守り継いで
いきます。 
人々の営みの中で

受け継がれてきた、農
地、屋敷林、社寺林等
の郷土の緑を地域全
体で支え保全します。 

 

 

 
市民、事業者と協

力して、住宅地や商
業・業務地などにおい
て、緑の豊かさを実感
できる多様な緑化を
進め、減りつつある緑
の総量を維持してい
きます。 
公園や街路樹、公

共施設の緑を適切に
維持管理するととも
に、地域住民のコミュ
ニティ空間の形成や
にぎわい創出につな
がる公園の整備、安全
性と快適な利用環境
の維持、活用を進め、
まちの魅力、活力を高
めていきます。 

  

中
長
期
的
な
目
標 

：  

今
あ
る
貴
重
な
緑
を
守
る
と
と
も
に
、
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
新
た
な
緑
を
創
出
し
て
緑
の
総
量
（
み
ど
り
率
）を
維
持
し
て
い
く 

緑の確保

目標 

 

みどり率 

約●％ 

[H30/

約 35%] 

市民の住

宅地 ・商

業地の緑

が豊かだ

と感じる

市民の割

合 

 

現状維持 

 

住宅地 

18.7％ 

[H30] 

23.6％ 

[R5] 

 

 

商業地 

9.8％ 

[H30] 

15.0％ 

[R5] 

 

 

 

 

 

保存樹木数 
目標：483本 
実績：432本 
 
保護樹林地面積 
目標：17,578m2 

／現状維持 
実績：14,060 m2 
 
都市農地（生産
緑地）の面積 
目標： 
190ha以上 
実績： 

186.21ha 

市が設置・管理

する都市公園

等面積 

目標： 

64.2ha 

実績： 

64.3ha 

 

公園の柔軟な

活用 

目標： 

ﾓﾃﾞﾙ事業実施 

実績： 

ﾓﾃﾞﾙ公園選定 

市民意向 

◼ 市の取組、緑の大切さや

必要性の広報、お知らせ

の工夫大切（自由回答） 

➢ ﾆｰｽﾞは窺えるが、内容

等不明 

 

◼ 緑豊かなまちづくりを進

めるために、市民一人一

人が出来ること ： 市民農

園利用、地場農産品購入

などを通じた農地保全に

協力（35.9％）が最も多

く、次いで、庭やﾍﾞﾗﾝﾀﾞで

緑育成（35.1％）、樹林地

の 保 全 活 動 協 力

（33.3％）。 

➢ 30%超の取組意思が

潜在 

⚫ 所有者のみならず、多様な主体

で支えるしくみづくり 

 

⚫ 景観計画、立川市景観形成ガイド

ラインの運用等関連取組との連

携による郷土の緑の保全、同緑

と新たに創出する緑の調和 

 

⚫ 自然の緑、郷土の緑、湧水等保全

と活用双方の取組による機能発

揮の向上 

◼ 今後増えてほしい緑 ： 前

回平成 30(2018)年比、

「樹林などの自然の緑」が 

7.0 ポイント増加、「身近

な公園の緑」が 6.4 ポイ

ント増加。 

➢ 自然の緑への期待有 

 

◼ 次世代に引き継いでいき

たい緑、「立川崖線などの

緑（斜面林、矢川緑地）と

湧水」、「武蔵野の雑木林」

は下位。 

➢ 市を特徴づける緑へ

の意識が低い 

⚫ 樹木の更新等、緑の質を高める

公園管理運営、街路樹維持管理 

⚫ 都市公園の誘致圏外エリアへの

対処。 

 

⚫ 公共施設整備における、緑が持

つ多様な機能を活かす取組事例

蓄積、今後の整備事業への展開 

 

⚫ 健全な水循環に資する緑の配置

等グリーンインフラの実装 

◼ 公園利用頻度、前回比、

「月 1 回以上」公園を利

用する人の合計が  6.2 

ポイント増加し、「ほとんど

利用しないは5.3ポイント

減少。 

➢ 公園利用ﾆｰｽﾞ増 

◼ 公園の利用目的、「散歩を

する」が 11.1 ポイント増

加、「催し物に参加する」は 

5.4 ポイント減少、「子供

を遊ばせる」は 5.2 ポイ

ント減少。 

➢ 日常移動空間利用増 

◼ 緑に期待する役割、「憩い

の場の提供」（60.5％）が

最も多く、次いで「都市環

境の緩和」（48.7％）、「災

害に強い都市の形成」

（42.2％） 

➢ 憩いの場ﾆｰｽﾞ 

◆ 「 生物多様性国家戦略 2023-

2030」（令和５(2023)年３月） 
・伝統文化や地域知・伝統知も活用しつつ地
域における自然環境を保全・再生する活動
の促進 等 

◆「緑確保の総合的な方針」（東京都、

令和 2(2020)年 7月） 
・立川崖線について、行政界を超えて一体
的に保全・再生を推進 等 

◆「立川市環境基本計画」（改定中） 
・「 8 みどり・水辺の保全 8-1 農地、樹林
の保全、8-2 水辺の保全と活用、8-3 公
園の整備・維持管理」の施策との連携 

◆「改正都市緑地法」（令和６（2024）

年５月成立） 
・機能維持増進事業の活用を見据えた緑地
保全方策の検討 

◆市民のくらしに開かれ、新た

な価値創造を促す緑の整備 

～利用することで緑の存在価値が上

がり、さらに利用を誘う、スパイラル

アップで向上するしくみづくり～ 

〈例えば〉 

 郷土の緑の維持管理の取組が、

参加者の日常生活に新たな価値

を創出するしくみづくり 

 郷土の緑をその歴史・文化とあわ

せた保全方策検討（対象緑、周辺

での開発時の緑化指導への反映） 

◆「都市計画公園・緑地の整備方針」

（東京都、令和 2(2020)年 7月） 
・「重点化を図るべき公園・緑地」とされてい
る砂川公園、富士見公園、立川公園、川越
道緑道の「優先整備区域」の着実な整備 

 

◆「都市公園新時代～ 公園が活きる、

人がつながる、まちが変わる ～」（都

市公園の柔軟な管理運営のあり方に

関する検討会提言、令和 4（2022）

年 10 月） 
・重点戦略【１】新たな価値創出や社会課題
解決に向けたまちづくりの場とする 
・重点戦略【２】しなやかに使いこなす仕組み
をととのえる 

 

◆「グリーンインフラ推進戦略 2023」

（令和 5（2023）年 9月） 
・地域課題の解決に資する緑の機能発揮に
向けた取組推進 
・他分野や他部局の専門性を活かした連
携、民間の活力による保全・整備・創出・維
持管理・利活用の可能性を積極的に検討 

◆市民のくらしに開かれ、新た

な価値創造を促す緑の整備 

～市民、来訪者等の心豊かな暮らし

を促進する緑の整備～ 

〈例えば〉 

 新たなライフスタイル、アクティビ

ティを創出する公園等の整備、緑

の誘導、緑の質の向上 

◆都市ｲﾝﾌﾗとしての緑の配置 

～地域課題の解決に資する既存の緑

の質の向上、新たな緑の配置～ 

〈例えば〉 

 緑保全、緑化による、雨水流出抑

制、下水道への負担軽減。 

 誘致圏空白地における緑の創出

（公園整備でなくても、農とのふ

れあい、産直購買等を生む場） 

立川市 緑の基本計画 改定の方針 概要版 

方針１ 緑と人のつ

ながりを育み生かす 

方針 2 緑を守り生

かす 

方針 3 緑の豊かさ

を高め生かす 

引き続き解決に向け取組が必要な課題 

立川市緑化推進協議会 第４回（令和６年 10 月 30 日） 資料 
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